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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　条　例� 所管課（室）名　

〇知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例� 総 務 文 書 課

� 漁 業 振 興 課

〇知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例等の一部を改正する条例� 人 事 課

� 水 環 境 対 策 課

� 交 通 局

� 監 査 事 務 局

〇長崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例� こ ど も 未 来 課

　知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和６年10月11日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県条例第32号

　　　知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例

　知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例（平成24年長崎県条例第40号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（法人の範囲）

第�２条　政令第152条第１項第３号の条例で定める一般社団

法人及び一般財団法人並びに株式会社は、次に掲げる法人

とする。

　～　略

　　公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社

　～　略

　（法人の範囲）

第�２条　政令第152条第１項第３号の条例で定める一般社団

法人及び一般財団法人並びに株式会社は、次に掲げる法人

とする。

　～　略

　～　略

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和６年10月11日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県条例第33号

　　　知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例等の一部を改正する条例

　（知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正）

第�１条　知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年長崎県条例第５号）の一部を次のように改正

する。

　　　　目　　　　　次

　　　　条　　　　　例
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　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（趣旨）

第�１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以

下「法」という。）第243条の２の８第１項の規定に基づ

き、知事若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員（法

第243条の２の９第３項の規定による賠償の命令の対象と

なる者を除く。以下「知事等」という。）の県に対する損

害を賠償する責任の一部を免責することについて必要な事

項を定めるものとする。

　（損害賠償責任の一部免責）

第�２条　知事等は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な

過失がないときは、県に対し賠償の責任を負う額から次の

各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を

控除して得た額について賠償責任を免れるものとする。

　�　地方警務官（警察法（昭和29年法律第162号）第56条

第１項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。）以外

の知事等　県から法第243条の２の８第１項の損害を賠

償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計年

度において在職中に支給され、又は支給されるべき法第

203条の２第１項若しくは第４項又は第204条第１項若し

くは第２項の規定による給与（扶養手当、住居手当、通

勤手当、単身赴任手当又は在宅勤務等手当が支給されて

いる場合には、これらの手当を除く。）の一会計年度当

たりの額に相当する額として地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第173条の４第１項第１号の総務省令で

定める方法により算定される額に、次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

　　ア～エ　略

　�　地方警務官　国から知事等の損害賠償責任の原因と

なった行為を行った日を含む会計年度において在職中に

支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関

する法律（昭和25年法律第95号）その他の法律による給

与（扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は

在宅勤務等手当が支給されている場合には、これらの手

当を除く。）の一会計年度当たりの額に相当する額とし

て地方自治法施行令第173条の４第１項第２号の総務省

令で定める方法により算定される額に、次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

　　ア及びイ　略

　（趣旨）

第�１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以

下「法」という。）第243条の２の７第１項の規定に基づ

き、知事若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員（法

第243条の２の８第３項の規定による賠償の命令の対象と

なる者を除く。以下「知事等」という。）の県に対する損

害を賠償する責任の一部を免責することについて必要な事

項を定めるものとする。

　（損害賠償責任の一部免責）

第�２条　知事等は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な

過失がないときは、県に対し賠償の責任を負う額から次の

各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を

控除して得た額について賠償責任を免れるものとする。

　�　地方警務官（警察法（昭和29年法律第162号）第56条

第１項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。）以外

の知事等　県から法第243条の２の７第１項の損害を賠

償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計年

度において在職中に支給され、又は支給されるべき法第

203条の２第１項若しくは第４項又は第204条第１項若し

くは第２項の規定による給与（扶養手当、住居手当、通

勤手当、単身赴任手当又は在宅勤務等手当が支給されて

いる場合には、これらの手当を除く。）の一会計年度当

たりの額に相当する額として地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第173条第１項第１号の総務省令で定め

る方法により算定される額に、次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める数を乗じて得た額

　　ア～エ　略

　�　地方警務官　国から知事等の損害賠償責任の原因と

なった行為を行った日を含む会計年度において在職中に

支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関

する法律（昭和25年法律第95号）その他の法律による給

与（扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は

在宅勤務等手当が支給されている場合には、これらの手

当を除く。）の一会計年度当たりの額に相当する額とし

て地方自治法施行令第173条第１項第２号の総務省令で

定める方法により算定される額に、次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

　　ア及びイ　略

　（長崎県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第�２条　長崎県流域下水道事業の設置等に関する条例（令和元年長崎県条例第20号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第�６条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法

律第67号）第243条の２の９第８項の規定により、流域下

水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について

議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に

係る賠償額が50万円以上である場合とする。

　（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第�６条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法

律第67号）第243条の２の２第８項の規定により、流域下

水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について

議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に

係る賠償額が50万円以上である場合とする。

　（長崎県営交通事業の設置等に関する条例の一部改正）

第３条　長崎県営交通事業の設置等に関する条例（昭和41年長崎県条例第51号）の一部を次のように改正する。
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　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第�７条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法

律第67号）第243条の２の９第８項の規定により交通事業

の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が50万円以上である場合とする。

　（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第�７条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法

律第67号）第243条の２の２第８項の規定により交通事業

の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が50万円以上である場合とする。

　（長崎県監査委員条例の一部改正）

第４条　長崎県監査委員条例（昭和39年長崎県条例第31号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（請求又は要求による監査の着手）

第�５条　法第75条第１項、第98条第２項及び第242条第１項

の規定による請求に基づく監査並びに第199条第６項及び

第７項、第235条の２第２項並びに第243条の２の９第３項

の規定による要求に基づく監査は、請求又は要求を受けた

日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただ

し、特別の理由がある場合は、この限りでない。

　（請求又は要求による監査の着手）

第�５条　法第75条第１項、第98条第２項及び第242条第１項

の規定による請求に基づく監査並びに第199条第６項及び

第７項、第235条の２第２項並びに第243条の２の８第３項

の規定による要求に基づく監査は、請求又は要求を受けた

日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただ

し、特別の理由がある場合は、この限りでない。

　　　附　則

　この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行

の日から施行する。ただし、第１条中知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例第２条第１号の改正規定

（「第173条第１項第１号」を「第173条の４第１項第１号」に改める部分に限る。）及び第２号の改正規定は、公

布の日から施行する。

　長崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和６年10月11日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県条例第34号

　　　長崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例

　長崎県安心こども基金条例（平成21年長崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　　附　則

１　略

　（この条例の失効）

２�　この条例は、令和12年９月30日限り、その効力を失う。

この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の

残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。

　　　附　則

１　略

　（この条例の失効）

２�　この条例は、令和７年９月30日限り、その効力を失う。

この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の

残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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